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■ 中央三井トラスト・グループ始動
2007年、三井トラスト・ホールディングスが
中央三井トラスト・ホールディングスに改称。
三井アセット信託銀行の商号も中央三井アセ
ット信託銀行に変更し、グループ経営力およ
びブランド力の強化を図りました。

■ 中央三井信託銀行のパンフレット
中央三井信託銀行は、お客さまの属性とニーズに
着目し、2003年４月に女性専用住宅ローン「エグ
ゼリーナ」の取り扱いを開始。その後は女性向け
に限定せず、さらにサービスを拡充しています。
また、2004年には財産の管理・保全を主目的とす
るオーダーメイド型の信託商品「安心サポート信
託」の取り扱いを開始。個人向け信託商品で初め
て本人以外の受益者の指定を可能とするなど、多
様なニーズに応えて開発しました。

2010年、住友信託銀行が南京市人民政府金融持株会社の子会社に出資し、
紫金信託有限責任公司が開業（当初出資持分19.99％）。日本の金融機関
初の中国の金融機関への経営参画となりました。

■ 紫金信託有限責任公司開業セレモニーで高橋温住友信託銀行会長揮
毫の「同甘苦」（苦楽を共にする）の額を共に掲げる常陰均住友信託銀行社長

（左）と王海涛紫金信託董事長（法人代表、右）
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■ 三井住友トラスト・ホールディングス本社
三井住友信託銀行本店ビル
2012年、地上27階、地下４階建ての「丸の内永楽ビル
ディング」が竣工しました。住友信託銀行東京ビルの
跡地を含む東京都千代田区丸の内１丁目において三菱
地所等と共同で建築し、本社／本店として使用してい
ます。なお、このビルは、大規模太陽光パネルの設置、
クールルーフ塗装などの設備や低層階における壁面緑
化、省エネ機器の導入などが評価され、建築環境総合
性能評価システム（CASBEE）で最上級のSランクを
取得しました。

戦略的に重要な地域であるアジ
アでは、香港支店、タイ三井住
友信託銀行、シンガポール支店、
上海支店の４拠点体制で業務を
担っています。

■ 統合後の国内支店第１号・目黒支店の開店セレモニー
2013年、目黒支店に続いて新百合ヶ丘支店（川崎市）および市川支店（市川市）を開設、
2015年に自由が丘支店、小金井支店、星ヶ丘支店（名古屋市）、2016年には上大岡支店

（横浜市）を開設しました。各拠点で信託銀行の機能を活かし、コンサルティング業務を
展開しています（特記以外は東京都）。 ■ ダイナースクラブカード

三井住友トラストクラブは、1960
年に取り扱いが開始されたわが国
初のクレジットカード「ダイナー
スクラブカード」の日本における
唯一の発行会社として、時代に合
った豊かさを提案しています。

■ 統合後初の海外出店となった香港支店の入居するAIAビル

■ 泰国（タイ）三井住友信託銀行
の入居するサトーンスクエアビル

香港支店での鏡開き

三井住友信託銀行誕生
北村邦太郎会長（左）と常陰均社長（右）

目黒支店第１号のお客さまご夫妻（左から３、４人目）とともに







36

　　　 「信託」への想い

「信」は「人」の「言」が一致していること。そして、「託」の
つくり（言の右側）は草の葉の象形で、植物が芽吹き、生長し、
その先に開いた花や穂が「言」に寄りかかる形を表しています。
　私たちは、お客さまに信じて託していただいた種を、信託の力
によって芽吹かせ、育み、そして大きく美しく花開かせたいと思
っています。
　当グループは、2024（令和６）年に創業100周年を迎えるにあ
たり、ブランドスローガン「託された未来をひらく」と、そこに
込めた想いを伝えるブランドステートメントを策定しました。
　私たちは、お客さまや社会から信じて託された誇りをもって、
これからも未来への願いに応えてまいります。

Ⅳ　託された未来をひらく

資産のことで悩む人を見つけるのが得意な名犬コンビ
三井住友信託銀行のマスコット「シンジル＆タクセル」

2023年にはソニーグループとのコラボ
レーションにより自律型エンタテイン
メントロボット“aibo”のシンジル＆タ
クセル エディションが登場。全国104
の支店でお出迎えしています。

葉

地

根
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　　　 託された未来をひらく（ブランドスローガン、ブランドステートメント）

託された未来をひらく
人が誰かを信じ、何かを託すことができるのは

この世界にまだまだ希望があると信じているから。

私たちは、未来が明るくなるように、ひらいていきたい。

お客さまの想いを啓
ひら

く。挑戦し続け道を拓
ひら

く。

資産の可能性を開
ひら

く。社会が循環する力を展
ひら

く。

どこまでも誠実に、どこよりも機敏に。

トラストという言葉に「信頼」を超えた

「信じて託される」ことの誇りをもって

これからの100年も、その先も。

私たちが託されるのは、人と地球の未来そのものだから。
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　　　 「信託の力」による資金・資産・資本の好循環と豊かで明るい未来

　私たちは、「信託の力」で資金・資産・資本の好循環を促
し、経済全体の持続的成長を実現したいと願っています。資
金・資産・資本が動くあらゆる市場に関わり、資産運用・資
産管理を中心とした「金融・社会インフラ」を提供する者と
して、幅広い信託機能を活用し、先導役として好循環を促す
ことにより、社会に新たな価値を創出したいと考えているの
です。
　資金の滞留は、経済の停滞につながっています。
　昭和の時代、信託銀行は貸付信託で集めた資金を基幹産業
に供給し、日本の高度経済成長に貢献しました。
　この令和の時代には、「グリーン社会」の実現のため、社
会にポジティブなインパクトを与える「インパクトエクイテ
ィ投資」を通じて企業をサポートし、産業構造の変革をリー
ドしています。また、個人のお客さまには、人生のさまざま
なステージにおいて「安心・安全」を提供することで、誰も
が価値のある投資機会を得られるような「投資の民主化と社
会化」を目指し、資金・資産・資本の好循環を促進していま
す。

Ⅳ　託された未来をひらく

AUF（Assets Under Fiduciary）
当社が社会課題解決と市場の創出・拡大に貢献する取り組みの
規模を示す指標

2012年度 2022年度 2025年度
（目標）

2030年度
（ありたい姿）

225兆円

480兆円

600兆円

800兆円

2‚846億円

3‚246億円
3‚550億円

4‚000億円以上

業務純益

AUF

資産運用残高
AUM※１

資産管理残高
AUC&AUA※２

自己勘定投資
B/S

AUF＝資産運用残高＋資産管理残高＋自己勘定投資

※１　AUM：Assets Under Management
※２　AUC：Assets Under Custody
　　　AUA：Assets Under Administration
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Ⅳ　託された未来をひらく

　　　 人生100年のさまざまなステージにおける多様な商品・サービス

■ ハウジングウィル
住宅ローンをご契約いただ
いたお客さまが、ご自宅を
大切な人にのこしていける
サービスです。
万一のときお客さまの“想
い”を形にするための手続
きを代行しています。〔特
許出願済〕

資産運用

ローン

資産管理
・承継

生命保険

不動産

安定的に増やす

積極的に増やす

ご自宅のために

セカンドライフに

急な出費に

賃貸用不動産の取得に

認知症や健康上の不安に備える

財産管理のサポート

万一（死後）に備える

金融犯罪から資産を守る

将来の生活資金に

ご親族への生前贈与

万一の際にご家族へ

資産承継の設計サポート

遺言のトータルサポート

遺言の保管

相続手続きのサポート

それぞれのライフプランに

不動産に関する多様なニーズに

定期預金
投資信託／外貨預金／投資一任運用商品（ラップ口座）
住宅ローン
60歳からの住宅応援ローン（愛称：ロクマル）
不動産活用ローン（リバースモーゲージ）
カードローン
アパートローン
人生100年応援信託（100年パスポート／同 プラス）
安心サポート信託
おひとりさま信託（金銭信託型／生命保険型）
セキュリティ型信託
じぶん年金信託
教育資金贈与信託（愛称：孫への想い）
結婚・子育て支援信託（愛称：つなぐ想い）
暦年贈与サポート信託
家族おもいやり信託（一時金型／年金型）
エステートプランニング（コンサルティング）
遺言信託（執行コース／保管コース）／スマートゆいごん
ハウジングウィル／遺言書お預かりサービス
遺産整理業務
個人年金保険／終身保険／医療・ガン保険
収入保障保険／定期保険
不動産仲介業務／土地有効利用コンサルティング

　当グループは、人生100年時代のベストパ
ートナーとして、個人のライフステージ・世
代間の循環を円滑に進めるため、信託の力を
活用した幅広いサポートを行っています。

安心安全の
ために

大切な人の
ために

“想い”を形に
するために

　　　　20代　　　　　　　　　　　　30代　　　　　　　　　　　　　40代　　　　　　　　　　　50代　　　　　　　　　　　　60代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70代〜　　　　　　　　　　　　　　　100歳

　　　　　　就職　　　　　　　　　　　　　結婚　　　お子さま誕生　　　住宅購入　　　　　　　　　　　お子さま進学　　　　　　　　　　　　　　お子さま結婚　　　 親の介護　退職　　　 年金受給　　　 リフォーム　　　 医療　　　 孫への贈与　　   シニア向け住宅　　相続

　　　　現役世代　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

　　　　
　　　

　　　
　　　

　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　退
職世
代　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　

　　　
　　シ

ニア世
代

　　　　　　　20代◉金融教育、将来資金の備え　　　　　　　　　　　　　　　30代〜40代◉大切な人のために　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60代〜70代◉自身の介護・認知症への備え／子・孫への贈与・相続対策　

（2023年12月末現在）
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■ 人生100年応援信託
   〈100年パスポート〉 〈100年パスポートプラス〉
「信託機能」を使って、認知症や健康の不安に備える信託商品で
す。高齢期の生活と大切な資金の保全・管理をサポートしていま
す。“資産運用”と“財産管理”の両立を図りながら人生100年
に備える〈100年パスポートプラス〉もご用意しています。

■ 遺言信託
お客さまのさまざまな“想い”
を確実に実現するため、財産
に関する総合的な知識と豊富
な経験をもとに、財務コンサ
ルタント等の専門スタッフが
サポートしています。

■ 安心サポート信託
財産管理を任せられる人のいない
お客さまのために、オーダーメイ
ドで財産の管理・保全を行ってい
ます。当社が受託者となって財産
を管理し、ご自身や家族などを受
益者として指定することで、生
活・療養・学業等の必要資金を交
付しています。本信託の仕組みを
活かすことにより、母校や公益団
体等への定期的な寄付も可能です。

　　　　20代　　　　　　　　　　　　30代　　　　　　　　　　　　　40代　　　　　　　　　　　50代　　　　　　　　　　　　60代　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70代〜　　　　　　　　　　　　　　　100歳

　　　　　　就職　　　　　　　　　　　　　結婚　　　お子さま誕生　　　住宅購入　　　　　　　　　　　お子さま進学　　　　　　　　　　　　　　お子さま結婚　　　 親の介護　退職　　　 年金受給　　　 リフォーム　　　 医療　　　 孫への贈与　　   シニア向け住宅　　相続

　　　　現役世代　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　

　　　　
　　　

　　　
　　　

　　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　退
職世
代　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　

　　　
　　シ

ニア世
代

　　　　　　　20代◉金融教育、将来資金の備え　　　　　　　　　　　　　　　30代〜40代◉大切な人のために　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60代〜70代◉自身の介護・認知症への備え／子・孫への贈与・相続対策　

■ 退職金特別プラン／ご退職予定者向け特別プラン
退職後の暮らしやお金の使い方も人それぞれ。
お客さまのセカンドライフに沿った最適な
プランをご用意して、お客さまの第二の
人生をサポートしています。

※本ページは情報提供を目的として作成したものであり、勧誘を目的としたものではありません。
　各商品について詳しくはお近くの店舗または当社ホームページにてご確認ください。



42

　　　 今に生きる設立趣意書

　信託会社は、近代化、資本主義化が急速に進むなか、新しい時代の「必然の産物」として
誕生しました。設立趣意書では、三井信託は「奉仕開拓」、住友信託は「信義誠実」をもっ
て、共に信託の力で社会経済の発展に寄与していくことを誓っています。また、高度成長期
に発足した中央信託銀行も、信託本来の機能を発揮し、国民の要望に応えつつ、わが国の経
済発展に寄与することを改めて宣言しました。
　その後100年を経て、社会は大きく変化し、新たな課題が数多く生まれました。そして、
社会の複雑化や課題の多様化に伴い、より高度な対応が求められるようになっています。
　私たち信託銀行グループの使命は「信託の力で、新たな価値を創造し、お客さまや社会の
豊かな未来を花開かせる」こと（パーパス）。当時も今も変わりません。前身３社の設立趣
意書での宣言は、今なお拠って立つべき、そして次の100年に残すべき大切な理念として生
き続けています。

Ⅴ　設立趣意書

1920年代 1950年代 1960年代 1980年代 1990年代 2000年代 未来

信託法・信託業法制定 貸付信託の誕生
高度成長を支え国民の
資産形成に貢献

年金信託の誕生
企業（団体）の従業員
が安心して働ける福利
厚生制度を実現

土地信託の誕生
金融機能と財産管理機
能を有機的に統合した
新たな不動産開発手法
を提供

流動化信託の誕生
多様な資金調達の手段
を提供

人生100年時代に
ふさわしい多様な
社会課題解決型
信託を開発

未来の社会課題
を解決するミライ
型信託

三井信託開業（1924）

住友信託開業（1925）

中央信託銀行開業（1962）

中央三井信託銀行発足（2000）

三井住友トラスト・ホールディングス
発足（2011）
三井住友信託銀行発足（2012）
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■ 三井信託設立趣意書（現代語訳）　   ※〔　〕は訳注

　国民経済の発達に伴い財産の蓄積が進み、同時に、社会の事情はいよいよ複雑
になり、産業の種類もまた千差万別となった。こうした状況に対応し、うまく財
産の安全・確実性を図りながら利殖の目的を達成するのは決して容易なことでは
ない。経済事情に精通していなかったり、専心して研究する時間がなかったり、
あるいは法律上周到な用意ができていないなどの理由により、投資の方法に欠陥
があったり、投資の目的物の選択を誤ったり、もしくは資産管理を任せるべき人
物の選定を間違えたりし、種々の危険に遭遇することになる。ただ期待した利益
を得られないだけではなく、その元本をも損失して不測の損害を招き、ついに失
望落胆するという事態に陥る例も少なくない。こうしたことから、個人および団
体の財産の安全・確実性ならびに利殖の目的を達成するため、各人各種の事情に
応じて、その資産運用の顧問となり、または財産の管理処分の受託者となり、も
しくはこれに伴う出納の代理人となり、法律上および経済上、最も安全かつ有効
に、そしてまた組織的にこれらの委託を全うすべき信用機関〔＝信託会社〕を必
要とするに至った。
　欧米先進国においては早くから有力な信託会社が発達したが、特に米国におい
てこのような信託事業が大きく進歩発達したことは決して偶然ではない。まさに
経済的進化の趨勢に従い、社会の要求に応じた結果であって、経済構造が複雑に
なり、富の蓄積が増大するに従い、ますますその必要性を痛感している。資産運
用において個人の不足を補い、同時に社会経済上に資する効果があることについ

て、多くを語る必要はない。我が国においても近年、信託会社の著しい勃興が見
られたが、一つには、これまで信託に関する法律制度の整備がなされていなかっ
たこと、一つには、それらの組織や経営が不完全だったことにより、信託会社と
してまだ充分な実績をあげるには至っておらず、遺憾なことであった。しかし幸
い昨年、信託に関する法律が新たに制定され、本年１月１日施行に至り、法律上、
新たな基礎の上に立ち、信託会社の経営が促進されることとなった。これにより、
同事業は新たな時代を迎えることとなったのである。
　一方において商業的活動を促進する動的資金の源泉である金融機関としての銀
行とあいまって、社会の静的資財の運用利殖機関としての信託会社の存在は、急
速に進歩する経済社会の必然の産物である。両者はもとよりその営業の範囲・機
能が異なり、資金運用の期間にもおのずから長短の別がある。両者が互いに競争
を避け、提携協力することは、一国の経済組織を充実させ、その金融を支障なく
流通させるため欠くことのできない機能であり、産業上、金融上の二大信用機関
として各々固有の機能を発揮すべきである。そして、しっかりとこの新法を運用
し、〔信託会社という〕機関を活動させることをもって公衆の委嘱に報い、その
要求に対して充分に満足してもらうには、偏に完全な組織と信用を築いて待たな
ければならない。今我らは上述の理由と時勢の要求に鑑み、ここに本信託会社を
設立し、我が国の経済社会に貢献していくことを誓うものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大正12年12月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発起人 

三井住友トラスト・ホールディングス
発足（2011）
三井住友信託銀行発足（2012）
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■ 住友信託設立趣意書（現代語訳）　   ※〔　〕は訳注

　古代「ローマ」の国に芽生え、中世英国において発達した信託制度は、近年、
米国に輸入されると、自ずと天与の資源と固有の国情〔旧イギリス植民地から発展した
こと、西部開拓のための資金調達を必要としたこと〕に培われて事業として著しい発達を
遂げ、信託業、信託会社の勃興を見るに至りました。
　この遠い淵源と沿革とを持つ信託制度は、時代の要請によって最近わが国にも
移植され、大正11〔1922〕年に信託法および信託業法が制定されるに至り、わが
国の財産制度は、これにより、まさに新しい時代を迎えることとなりました。
　われわれは、この法律をよりどころとして、このたび大阪市に住友信託株式会
社を設立し、信託業を経営しようと計画しました。
　そして、われわれの信託会社設立の目的は、これによって少しでも国家、社会
に奉仕し、国民経済に貢献したいという意思にほかなりません。
　以下にこの目的の大要を述べ、広く同志の方々のご協力を願う次第であります。

　まず信託の基本的な考え方を述べますと、そもそも自分の財産は自分自身で管
理し、利殖するのが当然ですが、もしこれを他人に依頼するなら、一般には、代
理や寄託という〔民法に定められた〕制度を利用することによって、その目的を達成
することができるのであります。
　ところが、同じように他人に依頼する場合でも、代理や寄託から一歩踏みこん
で財産の名義そのものを他人〔依頼する相手〕の名義に切り替えることがあります。
例えば、法人格のないクラブや会などが所有する不動産を、その代表者または個
人の名義で登記するような場合、または、種々の事情によって自分の金銭を便宜
的に他人の名義で預金しているような場合がそれにあたります。
　このような場合において、依頼を受けた他人は、外部に対してはその財産の名
義人ですが、もともとその財産は買い受けたものでも贈与されたものでもありま
せんから、いずれはすべて利益とともに元の名義人または特定の人に返還しなけ
ればならない立場にあります。これがいわゆる信託の関係であります。
　そして、こうした事実を新たに財産上の制度にしたものが信託であり、このこ
とを定めた法律が信託法であります。

　次に、信託の要点について簡単に述べますと、第一は、前に記した信託の考え
方によって明らかなように、財産の所有者〔委託者〕が、他人に依頼して財産の
管理、利殖を図る目的のために、その名義を他人〔受託者〕に切り替えることで

あります。
　同じ目的であっても、名義を切り替えることが、信託と、従来のわが国の財産
制度における代理、寄託との根本的な相違点であり、これこそが信託の真髄であ
ります。
　名義を切り替えることによって、法律〔信託法〕は、信託した財産〔信託財産〕に
対して、信託を依頼した人〔委託者〕の債権者であっても、その権利が信託以前に
発生しているものでないかぎり、強制執行も競売もできないと定めています。ま
た委託者と依頼を受けた人〔受託者〕との関係についても法律は種々の規定を設け、
信託財産を保護しています。例えば、受託者の信託に関係のない債務について、
債権者は、信託財産を差し押さえ、競売に付し、または債務と相殺することはで
きません。また受託者が、委託者の意思に反して不法に信託財産を第三者に売り
渡した場合には、委託者は買い手からそれを取り戻すことができます。
　もちろん、これらのためには、その財産が善意をもって信託され、信託財産で
あることを登記もしくは登録しなければなりません。
　また信託財産は、受託者の相続人に移転しないことはもちろん、受託者は自分
の固有の財産と信託財産を別にして管理しなければなりません。
　以上のとおりでありますから、信託財産は、全く安全な場所に置かれたものと
いうことができるのであります。
　次に、信託の第二の要点は信任であります。
　ことわざにも、「金銭に親子はない」と言います。財産関係について他人を信用す
ること、他人に信用させることは、ともになかなか容易なことではありません。
　ただ単に他人を代理人とすることについても、余程の信任を持たなければなり
ませんが、ましてや、さらに一歩進めて、他人に財産の名義まで切り替えて信託
するに至りましては、委託者は受託者に対して徹頭徹尾絶対の信任を置き、一方、
受託者は最善至高の信義、誠実をもってこれを行うのでなければ、決して信託は
成立するものではありません。すなわち、信託の根本要素は、どこまでも信任と
誠実でありまして、自ずと「信託制度は信用制度の最後の産物なり」と言わなけ
ればなりません。

　次に、信託業の使命について述べますと、前述のとおり自分の財産は自分自身
で管理、利殖するのが当然でありますが、世の中には、婦人や幼児のように財産
を管理、利殖するだけの十分な知識・能力を持たない人、または知識・能力はあ
っても仕事が忙し過ぎて利殖を図る余裕のない人、その他種々の事情によって自
分で財産を管理、利殖できない人が大勢おられます。

Ⅴ　設立趣意書
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　もっとも、この人たちには夫、親権者、後見人、あるいは執事、差配、顧問な
どがあり、それぞれ財産を管理、利殖していますが、社会の進歩や経済の発達に
つれ、これらの方法だけでは種々の不便、不利が増すばかりでなく、世間にはこ
うした管理人等によって大切な財産を使い果たされたといった惨事も少なくない
のであります。
　要するに、従来の財産制度のままにしておくと、自分で財産を管理、利殖でき
ない人は、時代の変化につれてますます生活の安定を脅かされることとなり、せ
っかく作り上げた財産を、安心して子孫に遺すこともできなくなり、ついには先
祖の祀りは絶え、子孫は路頭に迷い、わが国の家族制度が廃れてしまわないとも
かぎりません。
　もし、このようなことになると、これは単に一個人の問題ではなく、まさに社
会全体の大問題であります。
　また、こうした財産は、商工業者の営業資金などとは違って活用されていませ
ん。財産をただ死蔵して経済活動に用いないことは国民経済から見て非常に残念
なことであります。
　以上の問題を解決し、あるいは予防するには、どうしても、時勢にあった新し
い財産制度が必要になってまいります。信託制度、信託業が最近わが国に移植さ
れたことは必然であったと言わなければなりません。

　信託の根本要素ならびに信託業の目的・使命は以上に述べたとおりであり、信
託業は真に社会が成り立つうえで、なくてはならない事業であります。
　この意味において、信託業の経営は、かりそめにも営利のみを目的になすべき
ものではなく、主として社会奉仕の心をもってなすべきことが当然であります。
わが国の法律〔信託法〕において、信託は無償を原則とし、信託を営む信託会社だ
けが報酬を受けることを認めていることを見ましても、これを推し量ることがで
きるのであります。
　そしてわが国の信託業法は、信託業の経営を会社、しかも株式会社に限定して
おりますが、その理由は、会社は個人のように感情に走ることもなく、病気にか
かることもなく、死亡することもなく、また個人よりも一般に巨額の資本を有し、
営業が組織的であり、その他、社会経済の事情について豊富な知識と経験を有す
るなどの長所があり、しかも株式会社は、他の会社組織と比較して多数の出資者
を擁し、さまざまな監督機関が整備されているなどの長所もあり、信託の要素で
ある信任と、信託業の使命とを十分に発揮し、全うできるからであります。
　このようなわけで、今ここに一大信託会社が設立され、最高の信義、誠実をも

って経営するならば、一方で、財産の安全確実な管理、利殖の機関となって社会
の健全な発達を助け、他方、銀行とともに、かつ銀行とは異なる目的と機能を有
する一大金融機関として、国民の経済活動を促進することは疑う余地のないとこ
ろであります。

　信託業は社会奉仕の事業であり、信託会社は社会公益の機関でありますから、
われわれは微力ながら、ここに信託会社を設立しようと計画しました。
　そして、信託業および信託会社の固有の性質はこのようなものですから、少数
の株主によって設立、経営されるべきものではなく、広く有志の方々に関わって
いただくことが最も望ましいことです。われわれは、この信託会社設立に関し、
同志の皆さまにご尽力をいただくことを切にお願い申し上げるものであります。

　これまで述べましたように、信託会社は、単なる営利の目的で設立、経営され
るべきものではなく、かつ絶対の信任と最高の誠実を根本としていますから、そ
の基盤は最も強固・堅実であり、経営は最も安全・確実でなくてはなりません。
　ですから、われわれの信託会社でも当初の１、２年の間は株主への配当を行わ
ない予定であります。
　しかし、信託会社は、信託本来の業務のほかに、代理事務など広い範囲の付随
業務を営むことができますから、これらの業務から得る手数料と、会社固有の財
産を運用して得る利益が相まって、会社の収益は次第に増大していくものと思わ
れます。まして、信託の効用は実に広大無辺でありますから、将来、一般社会に
信託への理解が進むにつれて、信託会社が密接なものとして大いに利用されるよ
うになることは明らかであり、かつ付随業務についても十分に開拓の余地があり
ます。
　さらに、現存する信託会社の数は極めて少ないうえ、会社を新設するには、監
督官庁の周到な審議によって免許を受けなければなりません。
　これらを総合して考えますと、信託会社の将来は実に洋々たるものであり、次
第に相当の営業成績をあげていくことに疑問の余地はありません。

　以上の次第でありますので、社会に対する奉仕の心に訴えてわれわれの会社の
将来性をご評価いただき、皆さまに奮って会社設立にご賛同いただけることを心
から願うものであります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大正14年４月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発起人
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Ⅴ　設立趣意書

■ 中央信託銀行設立趣意書

　このたび、株式会社東海銀行、第一信託銀行株式会社および日本証券代行株式
会社は、相提携して、新たに信託銀行を設立することに、意見の一致をみました。
　新信託銀行の構想は、覚書（※）の概要にありますとおり、株式会社東海銀行、
第一信託銀行株式会社および日本証券代行株式会社が、それぞれの信託業務と証
券代行業務を持ち寄り、３社が中心となって、これに株式会社日本興業銀行、株
式会社第一銀行ならびに証券界にもご協力いただき、また、さらに名古屋地区に
おいては、名古屋経済界との密接な協力関係をバックとして、清新強力な信託銀
行をつくりあげてゆこうということであります。
　ここ数年来、わが国の経済は比較的安定しながら、目覚しい成長を遂げてまい
りました。これに伴い、貯蓄の形態も多様化し、また一方、安定的な産業資金供
給の重要性がますます増加し、さらに加えて、適切な財務管理をはかるため新し
い信託的サービスへの要求が強まってまいっておりますので、こうした情勢に応
えて、新しい強力な信託銀行をつくることは国民経済のためにも意義のあること
と思っております。
　私ども、関係者は、それぞれの特長と持味を生かし、協力一致して、信託業務
本来の機能を遺憾なく発揮して、国民大衆の要望に応えつつ、わが国経済の発展
に寄与してまいりたい所存であります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和37年５月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発起人

  （※）覚書の骨子は次のとおり
    （１）新信託銀行は専業信託銀行の業務を営むことを目的とする
    （２）新信託銀行の商号は「中央信託銀行株式会社」とする
    （３）新信託銀行の資本金は25億円とし、その出資は次のとおりとする
        　　東海銀行側：1,000,000,000円
        　　第一信託銀行側：500,000,000円
        　　日本証券代行側：500,000,000円
        　　白根清香氏：250,000,000円
        　　鈴木亨市氏：250,000,000円
    （４）本店は東京都中央区京橋１丁目３番地ノ１（新八重洲ビル内）におく
　（５）新信託銀行設立は昭和37年６月上旬、営業開始は８月上旬、また３社営業譲渡の 
　　　 実行日は12月１日の予定とする

 「ファイナンシャル ウェルビーイング」の
 実現に向けて

　信託には、幸せの数だけ答えがある。
「ファイナンシャル ウェルビーイング」の実現に私たちと一緒
に踏み出してみませんか。
「ファイナンシャル ウェルビーイング」—それは、安心して
健やかに生きていくために、お金についての不安をとりのぞき、
お金との健全な向き合い方ができている状態のことです。
　人生100年時代、幸せのあり方は人それぞれです。お金の
使い方、貯め方、増やし方、のこし方にもいろいろな形があり
ます。
　三井住友トラスト・グループでは、一人ひとりのこれからを
考えたトータル・コンサルティングを通して「ファイナンシャル 
ウェルビーイング」の実現に貢献し、お客さまに信頼され、末
永くお付き合いいただけるベストパートナーを目指しています。
　三井住友トラスト・グループでは、2021（令和３）年度から

「ウェルビーイング」を経営戦略の中に掲げ、「社員とお客さ
ま・社会の幸せを創造する文化」の醸成を推進しています。

「ファイナンシャル ウェルビーイング」の実現のために三井住友信託銀行
のマスコット「 シンジル＆タクセル」 も公 式YouTube （https://www.
youtube.com/@SumitomoMitsuiTrustBank）でさまざまな情報を発信
しています。
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